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本     庁  

地 方 機 関  

 次の各号に該当する職員は、別に発令されない限り、それぞれ当該各号により発令されたものと心得られた

い。 

１ 行政組織規則等の一部を改正する規則（令和６年兵庫県規則第24号。以下「規則」という。）の施行の際、

次の表の左欄に掲げる組織に置かれている職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しく

は兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる組織の従前と同一の名称の職に補せられ、若

しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しくは兼ねて命じられたものとする。 

企画部情報政策課 企画部デジタル戦略課 

福祉部児童課 福祉部児童家庭課 

神戸県民センター県民交流室 神戸県民センター県民躍動室 

阪神南県民センター県民交流室 阪神南県民センター県民躍動室 

阪神北県民局県民交流室 阪神北県民局県民躍動室 

東播磨県民局地域振興室 東播磨県民局県民躍動室 

北播磨県民局県民交流室 北播磨県民局県民躍動室 

中播磨県民センター県民交流室 中播磨県民センター県民躍動室 

西播磨県民局県民交流室 西播磨県民局県民躍動室 

但馬県民局地域政策室 但馬県民局県民躍動室 

丹波県民局県民交流室 丹波県民局県民躍動室 

淡路県民局交流渦潮室 淡路県民局県民躍動室 

２ 規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ねて補せられ、若しく

は兼ねて命じられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に補せられ、若しくは命じられ、又は兼ね

て補せられ、若しくは兼ねて命じられたものとする。 

企画部万博推進局万博推進課プロモーション専門

官 

企画部万博推進局フィールドパビリオン推進課プ

ロモーション専門官 

企画部万博推進局万博推進課フィールドパビリオ

ン班長 

企画部万博推進局フィールドパビリオン推進課フ

ィールドパビリオン班長 
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企画部情報政策課情報専門官 企画部デジタル戦略課デジタル専門官 

企画部デジタル改革課デジタル業務専門官 企画部デジタル改革課デジタル専門官 

企画部デジタル改革課デジタル推進専門官 企画部デジタル改革課デジタル専門官 

企画部デジタル改革課情報セキュリティ専門官 企画部デジタル改革課デジタル専門官 

危機管理部災害対策課訓練・指導班長 危機管理部災害対策課災害救助班長 

産業労働部労政福祉課労政企画班長 産業労働部労政福祉課労使企画班長 

神戸県民センター県民交流室次長 神戸県民センター県民躍動室長 

阪神南県民センター県民交流室県民・産業振興課班

長（県民運動に関する業務を担当する者に限る。） 
阪神南県民センター県民躍動室県民課班長 

北播磨県民局県民交流室県民・商工観光課班長兼青

少年指導官 
北播磨県民局県民躍動室県民課班長 

中播磨県民センター県民交流室次長兼職員会館姫

路職員福利センター所長 

中播磨県民センター県民躍動室長兼職員会館姫路

職員福利センター所長 

西播磨県民局県民交流室室長補佐兼県民活動支援

課長 
西播磨県民局県民躍動室室長補佐兼県民課長 

西播磨県民局県民交流室県民活動支援課班長 西播磨県民局県民躍動室県民課班長 

西播磨県民局県民交流室室長補佐兼地域づくり課

長 
西播磨県民局県民躍動室室長補佐兼地域振興課長 

西播磨県民局県民交流室地域づくり課班長 西播磨県民局県民躍動室地域振興課班長 

但馬県民局総務企画室財務課長 但馬県民局総務企画室総務防災課班長 

但馬県民局地域政策室地域づくり課長 但馬県民局県民躍動室地域振興課長 

但馬県民局地域政策室地域づくり課班長（産業観光

に関する業務を担当する者に限る。） 
但馬県民局県民躍動室地域振興課班長 

但馬県民局地域政策室協働推進課長 但馬県民局県民躍動室県民課長 

丹波県民局県民交流室次長兼職員会館柏原職員福

利センター所長 

丹波県民局県民躍動室長兼職員会館柏原職員福利

センター所長 

淡路県民局交流渦潮室県民交流参事 淡路県民局県民躍動室渦潮・観光参事 

淡路県民局交流渦潮室交流渦潮課班長 淡路県民局県民躍動室県民課班長 

淡路県民局交流渦潮室室長補佐兼県民・商工労政課

長 
淡路県民局県民躍動室室長補佐兼県民課長 

３ 規則の施行の際、次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、それぞれ同表の右欄に掲げる職に兼

ねて補せられたものとする。 

県民生活部県民躍動課長 総務部秘書広報室秘書課参事 

県民生活部スポーツ振興課長 総務部秘書広報室広報広聴課参事 

産業労働部総務課参事（首都圏企業の県内誘致に関

する業務を担当する者に限る。） 
東京事務所次長 

県立淡路景観園芸学校学長 県立淡路景観園芸学校校長 
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４ 令和６年３月31日に次の表の左欄に掲げる職に補せられている職員は、兼ねて補せられている同表の右欄

に掲げる職をそれぞれ解かれたものとする。 

危機管理部防災支援課副課長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

保健医療部次長 感染症等対策室長 

保健医療部医務課医療人材確保班主幹 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

保健医療部健康増進課長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課参事 

保健医療部健康増進課副課長兼健康政策班長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

保健医療部健康増進課受動喫煙対策班長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

保健医療部薬務課副課長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

保健医療部薬務課薬務指導班主幹 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

阪神南県民センター副センター長兼参事 阪神南県民センター県民交流室長 

阪神北県民局県民交流室県民課班長 阪神北県民局県民交流室青少年指導官 

阪神北県民局宝塚健康福祉事務所地域保健課地域

保健専門員 

阪神北県民局宝塚健康福祉事務所健康管理課健康

管理専門員 

阪神北県民局伊丹健康福祉事務所地域保健課地域

保健専門員 

阪神北県民局伊丹健康福祉事務所健康管理課健康

管理専門員 

東播磨県民局地域振興室県民課班長 東播磨県民局地域振興室青少年指導官 

北播磨県民局加東健康福祉事務所地域保健課地域

保健専門員 

北播磨県民局加東健康福祉事務所健康管理課健康

管理専門員 

西播磨県民局龍野健康福祉事務所地域保健課地域

保健専門員 

西播磨県民局龍野健康福祉事務所健康管理課健康

管理専門員 

但馬県民局豊岡健康福祉事務所地域保健課地域保

健専門員 

但馬県民局豊岡健康福祉事務所健康管理課健康管

理専門員 

丹波県民局副局長兼参事 丹波県民局県民交流室長 

丹波県民局丹波健康福祉事務所副所長兼地域保健

課長 

丹波県民局丹波健康福祉事務所健康管理課健康管

理専門員 

丹波県民局丹波健康福祉事務所地域保健課地域保

健専門員 

丹波県民局丹波健康福祉事務所健康管理課健康管

理専門員 

淡路県民局洲本健康福祉事務所地域保健課地域保

健専門員 

淡路県民局洲本健康福祉事務所健康管理課健康管

理専門員 

病院局企画課副課長 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

病院局企画課企画調整班主幹 保健医療部感染症等対策室感染症対策課主幹 

５ 令和６年３月31日に、保健医療部感染症等対策室感染症対策課に置かれている職に兼ねて補せられている

職員は、当該兼務を免じられたものとする。 

  令和６年４月１日 

                                             兵庫県知事 齋 藤 元 彦  


